
提

出

者

照

屋

寛

徳

平
成
十
六
年
五
月
十
一
日
提
出

質

問

第

九

四

号

い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
両
の
違
法
登
録
に
関
す
る
質
問
主
意
書

94



い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
両
の
違
法
登
録
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
は
、
参
議
院
議
員
の
頃
の
平
成
十
年
五
月
二
十
五
日
付
、
「
在
沖
米
軍
人
・
軍
属
等
が
使
用
す
る
い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー

車
の
保
管
場
所
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
、
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
質
問
主
意
書
と
い
う
。
）
及
び
平
成
十
年
六
月
十
一
日

付
、
「
在
沖
米
軍
人
・
軍
属
等
が
使
用
す
る
い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
の
保
管
場
所
確
保
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
」
（
以

下
、
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
再
質
問
主
意
書
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
。

右
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
質
問
主
意
書
に
対
す
る
内
閣
の
答
弁
書
は
平
成
十
年
六
月
九
日
、
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
再
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答

弁
書
は
、
同
年
六
月
三
十
日
に
各
々
発
出
さ
れ
た
。

政
府
は
、
前
記
各
答
弁
書
に
お
い
て
、
自
動
車
を
保
有
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
の
家
族
で
、
沖

縄
県
内
に
当
該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
自
動
車
が
そ
れ
ら
の
者
の
私
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
場
合
、
当
該
自
動
車
の
保
有
者
で
あ
る
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
も
、
適
用
地
域
に
関
す
る
経
過
措
置
に
係
る
法
附
則
の
規

定
に
よ
り
法
の
規
定
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
単
に
車

庫
法
と
い
う
。
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
た
。

と
こ
ろ
が
、
前
記
質
問
主
意
書
並
び
に
答
弁
書
が
発
出
さ
れ
た
平
成
十
年
当
時
、
米
軍
人
・
軍
属
と
そ
の
家
族
ら
は
車
庫
法

一



に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
保
管
場
所
標
章
（
以
下
、
単
に
車
庫
証
明
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
動
車
登
録
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
米
軍
人
・
軍
属
と
そ
の
家
族
ら
の
い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
両
は
、
国
内
法
に
反

す
る
違
法
な
手
続
で
登
録
さ
れ
、
運
行
に
供
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

政
府
は
、
私
の
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
再
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
に
お
い
て
、
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は

そ
の
家
族
ら
の
所
有
す
る
自
動
車
の
登
録
に
つ
い
て
も
、
車
庫
証
明
書
の
提
出
が
な
い
と
き
は
こ
れ
を
し
な
い
」
と
明
確
に
答

え
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
十
六
年
五
月
九
日
付
、
琉
球
新
報
の
報
道
に
よ
る
と
、
政
府
は
前
記
答
弁
書
発
出
後
、
今
日
ま
で
車
庫
証

明
な
し
で
違
法
な
登
録
を
継
続
し
て
い
た
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

琉
球
新
報
は
、
「
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
両

車
庫
法
違
反
野
放
し
」
「
閣
議
決
定
か
ら
六
年
」
「
実
施
の
め
ど
も
立
た
ず
」
と
大

見
出
し
で
報
道
し
、
「
政
府
の
弱
腰

ま
た
も
」－
明
確
な
違
法
を
改
善
で
き
ず
、
と
解
説
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
主
権
国
家
と
し
て
の
法
治
主
義
が
問
わ
れ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
当
然
、
多
く
の
県
民
が
政
府
の
態
度
に

失
望
し
、
大
き
な
怒
り
を
示
し
て
い
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

二



一

平
成
十
六
年
五
月
九
日
付
琉
球
新
報
朝
刊
が
報
道
す
る
よ
う
に
、
政
府
は
平
成
十
年
五
月
以
降
、
現
在
に
至
る
も
合
衆
国

軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
の
家
族
ら
の
所
有
す
る
車
両
に
つ
い
て
、
車
庫
証
明
書
の
提
出
が
な
い
ま
ま
に
登
録

を
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
の
家
族
ら
に
車
庫
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
政
府
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
車
庫
証
明
書
の
提
出
が
な
い
ま
ま
に
そ
れ
ら
の
者
の
車
両
を
登
録
す
る
こ
と
は
政
府
自
ら
が
違
法
行
為
を
行
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
が
、
い
か
な
る
理
由
、
い
か
な
る
見
解
に
よ
る
も
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

政
府
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
の
私
用
に
供
さ
れ
る
車
両
に
つ
い
て
、
長
崎
県
内

に
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
有
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
車
庫
証
明
書
の
提
出
な
し
で
は
登
録
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
認
め

て
い
る
が
、
長
崎
県
内
と
沖
縄
県
内
で
法
の
執
行
が
異
な
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

政
府
は
、
平
成
十
年
六
月
九
日
付
、
運
輸
省
自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
管
理
課
長
作
成
名
義
の
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
の
私
有
車
両
の
登
録
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
通
達
文
書

（
自
管
第
三
一
号
）
を
発
出
し
て
い
る
が
、
右
通
達
文
書
は
各
地
方
運
輸
局
並
び
に
沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
に
対
し
ど
の

よ
う
に
承
知
せ
し
め
ら
れ
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



ま
た
、
右
通
達
文
書
に
よ
る
と
「
合
衆
国
軍
隊
に
お
い
て
一
定
の
準
備
期
間
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
具
体

的
な
取
扱
い
の
変
更
日
に
つ
い
て
は
追
っ
て
指
定
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
合
衆
国
軍
隊
に
お
い
て
の
準
備
」
と
は
ど

の
よ
う
な
作
業
を
指
す
の
か
、
「
一
定
の
準
備
期
間
と
は
」
ど
の
程
度
の
準
備
期
間
が
相
当
と
考
え
て
い
た
の
か
、
通
達
発

出
後
す
で
に
約
六
年
が
経
過
し
て
い
る
が
、
六
年
間
は
準
備
期
間
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
合
理
的
な
期
間
と
考
え
て
い
る
の

か
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

政
府
は
、
前
記
通
達
に
お
い
て
「
な
お
、
警
察
庁
交
通
局
及
び
外
務
省
北
米
局
と
は
協
議
ず
み
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え

る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
協
議
が
な
さ
れ
、
い
か
な
る
合
意
が
な
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

第
一
項
の
琉
球
新
報
報
道
に
よ
る
と
、
外
務
省
北
米
局
日
米
地
位
協
定
室
は
、
取
材
記
者
に
対
し
、
「
米
側
と
協
議
し
て

き
た
が
、
今
後
も
協
議
を
鋭
意
行
っ
て
い
き
た
い
。
問
題
を
放
置
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
旨
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
が
、

実
際
は
、
通
達
発
出
後
こ
の
問
題
に
つ
い
て
米
側
と
交
渉
せ
ず
放
置
し
、
琉
球
新
報
の
取
材
を
受
け
て
弁
解
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
外
務
省
を
含
む
政
府
関
係
省
庁
と
米
側
と
の
交
渉
の
日
時
、
場
所
、
協
議

機
関
又
は
当
事
者
、
協
議
内
容
と
そ
の
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
問
題
は
日
米
地
位
協
定
改
定
交
渉
の
よ
う
に
日
米
両
政
府
の
外
交
交
渉
の
範
囲
に

四



属
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
守
る
べ
き
国
内
法
を
守
ら
せ
る
実
務
手
続
き
の
問
題
で
あ
り
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
交
渉

経
過
が
秘
密
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
も
の
と
考
え
る
が
、
重
ね
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

本
来
車
庫
証
明
書
の
提
出
な
し
に
は
登
録
で
き
な
い
い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
が
運
行
の
用
に
供
さ
れ
、
同
車
両
の
運
転

手
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
事
故
が
発
生
し
、
被
害
を
生
じ
た
場
合
、
政
府
は
違
法
な
登
録
業
務
を
な
し
た
重
大
な
不
法

行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
の
損
害
に
つ
い
て
、
民
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
に
基
づ
き
共
同
不
法
行
為
の
責
任
を
免
れ
な
い

と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


